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障害福祉サービスと介護保険サービスとの関係

○ 障害福祉制度と介護保険制度においては、それぞれ様々なサービスが設けられているが、サービスの内容や機能
面から、障害福祉サービスに類似する（「相当する」）介護保険サービスがある場合には、障害者総合支援法第７
条に基づき、原則介護保険サービスの利用が優先されることになる。

＜障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律＞（平成十七年法律第百二十三号）（抄）

（他の法令による給付等との調整）

第七条 自立支援給付は、当該障害の状態に月、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による介護給付、健康保険法（大正十一年

法律第七十号）の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は

利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支

援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
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